
 

千葉市水道局では、緑区の一部および若葉区の一部を対象に給水事業を行っています。 

このたび、令和２年度に策定した「千葉市水道事業中長期経営計画」の中間見直しを実施

し、計画を改定しましたので、お知らせします。 

 

１ 改定の趣旨 

千葉市水道局では、令和２年度に水道事業経営の基本方針を示す「千葉市水道事業中長

期経営計画」を策定しました。その後、新型コロナウイルス感染症の流行拡大や、世界的

な紛争に起因する物価高騰など、社会情勢に大きな変化が見られ、さらに、能登半島地震

による上下水道の復旧長期化、埼玉県八潮市における老朽化した下水道管の破断を原因と

する道路陥没事故など、水道事業に直接的に影響する事象も顕在化しました。 

こうした水道事業を取り巻く事業環境の変化を踏まえ、「千葉市水道事業中長期経営計

画」を改定しました。 

 

２ 計画の公表 

（１）公表日 

令和８年３月３１日（火） 

（２）公表方法 

市ホームページに掲載 

 【URL】https://www.city.chiba.jp/suido/jigyo/keikaku.html 

 

３ パブリックコメント手続の実施結果  

（１）募集期間 

令和７年１１月２１日～１２月２２日  

（２）実施結果 

ア 提出者数 １人 

イ 意見数  ４件 

ウ 修正件数 ４件 

 

 
 令和８年３月３１日 

水道局 
水道事業事務所  
電話 ２９１－５４６２ 

   

 

「千葉市水道事業中長期経営計画」を改定しました  
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